
 

駐車場管理運営業務仕様書 

 

 

本仕様書は、岐阜県総合医療センター駐車場管理運営業務に関する業務の仕様について規定す

るものである。 

 

１．病院及び駐車場の概要 

（１）所在地：岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１号 

岐阜県総合医療センター 

（２）病床数：620 床 

（３）外来患者数：1,414 人／日 （2024 年度実績） 

（４）職員数：1,680 人（非常勤職員含む。2025 年 4月 1日現在） 

（５）敷地内駐車場台数：外来患者駐車場 510 台、職員第１駐車場 461 台 

 計 971 台（2026 年 2月現在） 

（６）駐車場管制システム機器：別紙図面のとおり 

 

２．委託期間  

2026 年 4 月１日～2027 年 3 月 31 日 

 

３．業務内容 

（１）駐車場常駐係員：４名（最低必要人数） 

（２）外来駐車場管理に関し、相当の知識及び経験を有する者１名を管理責任者として任命する

こと。管理責任者は業務の指導監督並びに現場監視を行い、外来駐車場管理業務の完全遂

行を期するものとする。 

（３）業務日時は、原則として当院外来診療日の 8：00～16：00 とする。ただし 7：00～8：00

及び 16：00～17：00 の間には最低１名の係員を配置し、外来駐車場管理を行うものとす

る。8：00～12：00 の間は５名の係員を配置し、外来駐車場管理を行うものとする。 

（４）外来駐車場が円滑に運営できるよう外来駐車場利用者の安全確保業務及びそれに付随する

発券精算補助業務を行う。正面玄関前横断歩道については、来院患者の安全を確保するこ

と。また、来院患者等に不快感を与えぬよう安全な誘導等を行うこととし、そのための教

育、研修実施等に努めること。 

（５）外来駐車場満車時における病院敷地外路上での入庫待ち車両に対して、誘導案内を行うこ

と。なお、本業務は警備業法に定める２号業務に基づいて実施すること。 

（６）現金回収（１週間に１回以上）、納金業務、消耗品（駐車券、ジャーナル紙）の管理を行

うこと。なお、駐車券、ジャーナル紙・領収書用紙については、受託者の負担とする。本

業務は警備業法に定める３号業務に基づいて実施すること。 

（７）釣銭用の硬貨及び紙幣を用意すること。また釣銭の精査を行い、必要があれば補充を行う

こと。 
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（８）外来駐車場入出庫利用台数、売上金のデータは月次でまとめ、翌月 10日までに報告する

こと。 

（９）必要に応じて売上ジャーナルの精査を行い、定期的に監査を実施すること。 

（10）機器のトラブル等により料金の手徴収及び返金が必要となった場合は、所定の外来駐車場

利用料の徴収および返金を行うこと。また、領収書が必要な利用者には手書きの領収書を

発行すること。 

（11）常駐時間内において、外来駐車場及び職員第１駐車場の一次トラブル対応を行うこと。 

（12）常駐時間内において、職員第１駐車場内に職員以外の駐車がないか確認すること。 

（13）常駐時間内において場内を巡回し、粗ごみ清掃を行うこと。 

（14）出口精算機に問い合わせ及びトラブル対応用のインターホン、状況確認用カメラを設置し、

コールセンター等にて 24 時間 365 日対応を行うこと。 

（15）トラブル時等でゲートが開かない場合には、迅速に遠隔にてゲートを開け出庫ができるこ

と。 

（16）駐車券紛失、駐車券読み取り不良時には、入庫時間の確認により、精算できる仕組みであ

ること。 

（17）運用実績の定期報告及び業務改善協議を定期開催し、外来駐車場の管理状況及び改善提案

等を定期的に報告すること。 

 

４．その他 

その他の事項について疑義が生じた場合は、協議のうえ解決するものとする。 

なお、駐車場常駐係員は制服等を着用すること。 

 

 

 

別添資料 

１．患者駐車場、職員駐車場平面図 

 






